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第２章 健康・食育を取り巻く現状と課題 
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１ 社会情勢の変化 

（１）持続可能な開発目標（SDGｓ）と志木市の取組 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、平成 27(2015)

年の国連サミットで採択され、令和 12(2030)年までを達成年限とする「誰一人取り残さ

ない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。下記の 17の項目の

目標を制定し、先進国も含めたすべての国が、貧困、飢餓、紛争、気候変動など広範囲に

わたる様々な課題に統合的に取り組んでいます。 

志木市では、「志木市将来ビジョン（第五次志木市総合振興計画）後期実現計画」にお

いてＳＤＧｓとの関連を挙げており、持続可能で誰一人取り残さない社会の実現を目指

しています。 

いろは健康 21プラン（第４期）では、ＳＤＧｓのうち、目標３「すべての人に健康と

福祉を」、目標４「質の高い教育をみんなに」、目標５「ジェンダー平等を実現しよう」

を踏まえ、「健康寿命のばしマッスルプロジェクト(いろは健康ポイント事業)」、「志木っ

子元気！子どもの健康づくりプロジェクト」、「おいしく減塩！『減らソルト』プロジェ

クト」、「子宮頸がん自己採取ＨＰＶ検査」など、志木市独自の取組を進めてきました。 

いろは健康 21プラン（第５期）においても、目標３、４、５に加え、目標２、８、10、

11、17についてもその目標を達成するために、さまざまな関係者が連携し、新たに健康

経営の視点も取り入れ、人生 100年を見据えた中長期的に持続可能なまちづくりのため

に、人財
．．

※1育成・教育に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＤＧｓの 17 項目の目標   本計画において特に関連する目標 

 

  

 

※1 人材を宝であり財産ととらえ大切にすることを意味します。 
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（２）ウェルビーイング（Well-being）の考え方に対する関心の高まり 

昭和 21(1946)年に世界保健機関（ＷＨＯ）が定めたＷＨＯ憲章では、「健康とは、身体

的、精神的、及び社会的にすべてが満たされた状態であり、単に疾病又は病弱の存在しな

いことではない」と定義しています。原文では、「Health is a state of complete physical, 

mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.」

と表現され、社会(social)によく(well)、生きる(being)と書かれています。 

健康日本 21（第三次）においても「健康の社会的決定要因(ＳＤＨ)」を重視しており、

どのような状態でも社会とかかわり、幸福感を他者と共有することが、身体的、精神的に

も健康につながると考えられています。 

社会環境の変化や、価値観が多様化する中、心身の健康に社会的健康も加え、より多面

的な視点で健康を捉え、一人ひとりのウェルビーイング(価値観を尊重した社会とのかか

わりの中で「よく生きる」)が尊重される支援や環境づくりの拡充を市民と志木市で進め

ていきます。 

 

 

（３）新型コロナウイルス感染症の影響と５類感染症の位置づけ 

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－19）は令和元(2019)年 12月に中国で初めて報

告され、世界的な流行を引き起こしました。 

日本では、厚生労働省で新型インフルエンザ等感染症と同様に、入院措置、勧告や外出

自粛などの措置をとれる２類感染症に位置づけられましたが、令和５(2023)年５月８日

から、季節性インフルエンザと同様の感染症法に規定される５類感染症に移行しました。 

本市でも緊急事態宣言中はイベント、啓発及び保健事業が中止や延期となり、市民は

集団での外出や交流を制限されました。そして、医療機関への受診控えもあり、令和２

(2020)年は医療費の減少、特定健康診査やがん検診の受診率の低下につながりました。

令和３(2021)年から新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が開始し、流行は落ち着

きをみせ、５類感染症に位置づけられたことにより、通常の経済活動を取り戻しました。

しかし、健(検)診の受診者数は回復してきてはいるものの、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大前の受診率には戻っていません。 

また、子どもたちへの影響も大きく、「志木っ子元気！子どもの健康づくりプロジェク

ト」においては、足指力※2の基準値に達していない割合が、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大前から比べると増加しており、生活や運動習慣、教育の変化が影響している可

能性が推察されました。 

新型コロナウイルス感染症は、収束の方向に進んでいますが、今後も新しい感染症が

発生することが予測されています。基本的感染対策は、どのような感染症であっても同

様です。本市の対応として、正しい知識と情報を今後も継続的に伝達するとともに、国の

政策動向を見据えながら、健康増進事業を積極的に展開します。  

 

※2 歩いているときの地面を蹴る力やバランス能力の発揮に影響する膝下の筋力です。 
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２ 政策動向の変化 

（１）健康日本 21（第三次）の策定 

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針では、全ての国民が健や

かで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現に向け、誰一人取り残さない健康づくり

の展開（Inclusion）とより実効性をもつ取組の推進（Implementation）を通じて、国民

の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な事項を示し、健康日本 21（第三次）

を推進することとしています。 

各取組の健康増進への効果を短期間で測ることは難しく、評価を行うには一定の期間

を要することから、健康日本 21（第三次）の計画期間は、関連する計画（医療計画、医

療費適正化計画、介護保険事業（支援）計画等）と合わせることとし、令和６(2024)年度

から令和 17(2035)年度までの 12年間とされています。 

健康日本 21（第三次）では、基本的な方向を「健康寿命の延伸・健康格差の縮小」、「個

人の行動と健康状態の改善」、「社会環境の質の向上」、「ライフコースアプローチ※3を踏ま

えた健康づくり」の４つとし、それぞれの関係性は、個人の行動と健康状態の改善及び社

会環境の質の向上の取組を進めることで、健康寿命の延伸・健康格差の縮小の実現を目

指しています。加えて、ライフステージ（乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯にお

ける各段階）特有の健康づくりとともに、ライフコースアプローチの観点も念頭に置く

こととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康日本 21（第三次）概念図 

 

※3 現在の生活習慣は、これまでの自らの生活習慣や社会環境等の影響を受けている可能性や、妊婦の健康

が子どもの健康にも影響を及ぼす可能性があることから、胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経

時的に捉えた健康づくりのことです。 

引用：厚生労働省 

 



 

12 

（２）第４次食育推進基本計画の策定 

国は、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるよ

うにするため、食育を総合的、計画的に推進することを目的に平成 17(2005)年７月に「食

育基本法」を施行しました。以後、食育基本法に基づき、「食育推進基本計画」が策定さ

れ、令和３(2021)年３月には概ね５年間を計画期間とした「第４次食育推進基本計画」が

策定されました。 

第４次食育推進基本計画では、重点事項として「生涯を通じた心身の健康を支える食

育の推進」、「持続可能な食を考える食育の推進」、「『新たな日常』やデジタル化に対応し

た食育の推進」を掲げています。デジタル化に対応した食育の推進では、ＩＣＴを活用し

て動画コンテンツを利用することやオンライン会議を活用した食育活動、ＳＮＳによる

食育情報の発信などを挙げています。さらに、ＳＤＧｓの考えを踏まえて推進すること

とし、学校給食における地場産物の活用、環境への配慮や産地・生産者を意識して農林水

産物・食品を選ぶなど、新たな目標も設定しています。また、「持続可能な食を考える食

育の推進」では、食育の持続可能性を高めるために、環境の環（わ）、人の輪（わ）、和食

文化の和（わ）の３つの「わ」を支える食育を推進しています。 

基本的な取組方針として、（１）国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成、（２）食に

関する感謝の念と理解、（３）食育推進運動の展開、（４）子供の食育における保護者、教

育関係者等の役割、（５）食に関する体験活動と食育推進活動の実践、（６）我が国の伝統

的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上

への貢献、（７）食品の安全性の確保等における食育の役割を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育の取組についてわかりやすく発信するための食育ピクトグラム 

参考：農林水産省 
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（３）歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（第２次） 

（歯・口腔の健康づくりプラン） 

国は、すべての国民にとって、健康で質の高い生活を営む基盤となる生涯を通じた歯

科口腔保健を実現することを目的に、保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関

連施策及びその関係者との相互連携を図り、国及び地方公共団体の歯科口腔保健に関す

る施策等を総合的に推進するため、令和６(2024)年度から令和 17(2035)年度までの「歯

科口腔保健の推進に関する基本的事項（第２次）（歯・口腔の健康づくりプラン）」を示し

ています。 

歯科口腔保健の推進のための基本的な方針として、（１）歯・口腔に関する健康格差の

縮小、（２）歯科疾患の予防、（３）口腔機能の獲得・維持・向上、（４）定期的に歯科検

診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健、（５）歯科口腔保健を推

進するために必要な社会環境の整備を掲げています。 

健全な食生活を送るためには口腔機能が十分に発達し、それを維持していくことが重

要です。その目標として、12 歳児でう蝕のない者、80 歳で 20 歯以上の自分の歯を有す

る者、50歳以上の咀嚼良好者の割合の増加などを掲げています。具体的には、80 歳にな

っても自分の歯を 20本以上保つことを目的とした「8020（ハチ・マル・ニイ・マル）運

動」や、ひとくち 30 回以上噛むことを目標とした「噛ミング 30（カミングサンマル）」

等の推進を通じて、乳幼児期から高齢期までの各ライフステージの特性を踏まえつつ、

歯・口腔の健康づくりを実施することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科口腔保健の推進のためのグランドデザイン 

引用：厚生労働省 
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（４）医療費適正化計画の策定 

国においては、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、制度の持続可能な運営を

確保するため、国と都道府県が保険者・医療関係者等の協力を得て、住民の健康増進や医

療費の適正化を進めるため、６年を１期として、医療費適正化基本方針（以下「基本方

針」という。）を定めています。国及び都道府県においては、基本方針に基づき医療費適

正化計画を定め、目標の達成に向けて取組を進めることとしています。 

基本方針では、医療費の更なる適正化に向けた新たな目標として、複合的なニーズを

有する高齢者への医療・介護の効果的・効率的な提供や医療資源の効果的・効率的な活用

を加え、高齢者の骨粗鬆症検診の推進等による骨折対策や効果が乏しいことが指摘され

ている医療(具体的には、急性気道感染症や急性下痢症への抗菌薬処方)の対策が示され

ました。既存の目標についてもデジタル等を活用した効果的な取組を推進し、計画の実

効性を高めるため、都道府県が関係者と連携して体制を構築することとしています。 

埼玉県の医療費適正化計画では、「住民の健康の保持の推進（具体的には特定健診受診

率 70％、特定保健指導実施率 45％、メタボリックシンドローム※4該当者及び予備群の平

成 20 年度と比べた減少率 25％）」と「医療の効率的な提供の推進（具体的にはジェネリ

ック医薬品の数量シェア 80％以上）」、「医療費の見込み（入院外の医療費適正化の観点か

らは、生活習慣病等(糖尿病)の重症化予防などを織り込み、医療費を算出して効果検証

する）」、「国民健康保険の運営（具体的にはデータヘルスの推進、特定健康診査受診率・

特定保健指導実施率 60％以上）」に関するこれらの数値目標を設定し、それぞれの目標達

成を通じて県民の生活の維持・向上を図りながら、医療費の適正化を図ることとしてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種取組と医療費適正化の関係 

引用：厚生労働省 

 

※4 内臓脂肪が過剰に蓄積されていることに加え、高血圧、高血糖、脂質代謝異常などが組み合わさること

により、心臓病や脳卒中などになりやすい病態を指します。 
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（５）健康経営の推進 

高齢化比率は今後拡大していく見通しで、人口減少が見込まれる中、生産年齢人口比

率は減少し、85 歳以上人口比率は急速に拡大することが予測されています。労働力の減

少は、社会経済や社会保障に影響し、企業の労働力や地域人材の確保が困難になること

が懸念されます。 

国は、健康づくりを行うに当たっては、保健、医療、福祉等へのアクセスが確保されて

いることに加え、さまざまな基盤を整えていくことが重要であり、企業や民間団体など

多様な主体による健康づくりをさらに推進していくことが必要であるとしています。ま

た、個人の健康づくりを後押しするには、科学的根拠に基づく健康に関する情報を入手・

活用できる基盤構築に取り組むとともに、周知啓発の取組の推進を求めています。 

誰もがアクセスできる健康増進のための基盤整備として、企業の従業員等の健康保持・

増進の取組が人材の確保と将来の収益性を高める投資であるとの考えから、健康経営を

進めることとしています。従業員の健康の保持・増進により従業員の活力や生産性が向

上し、その結果、組織の活性化や業績及び社会的価値の向上につながるとされています。 

国や埼玉県では、健康経営に係る認定・表彰制度を設け、健康づくりに取り組む企業や

団体を応援し、働く世代の健康づくりを推進しています。 

 

 

 

高齢者人口と生産年齢人口の比率のイメージ 

出典：総務省統計局「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」 
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（６）社会・地域とのつながりの維持・向上の推進 

国は、地域の住民同士が気軽に集い、一緒に活動内容を企画し、ふれあいを通して「生

きがいづくり」、「仲間づくり」の輪を広げる場所として、「通いの場」を推進しています。

「通いの場」には、百歳体操、趣味や運動のサークル、サロン、カフェなどがあり、通い

の場へ参加することは、介護予防、孤立予防、認知症予防、高齢者のうつ病などの予防な

どに効果があるとされています。 

認知症の初期症状である軽度認知障害(MCI: Mild cognitive impairment)がみられる

高齢者のほとんどは、趣味や活動をやめることで、外出の抑制を引き起こし、認知機能の

さらなる低下につながるとされています。そのため、認知症や認知機能について正しく

理解し、時には支援の力を借りながら積極的に通い慣れた場へ参加することで、体力や

身体機能、さらには日常生活機能の維持に努めることが必要です。 

また、高齢者のボランティア活動は、生きがいや居場所づくり、社会や地域とのつなが

りの構築に有効であるとされています。例として、通学時の子どもの見守りや交通安全

活動は、子ども支援としての意義が大きいことに加え、子どもたちと笑顔で挨拶を交わ

しコミュニケーションをとることが高齢者と子ども双方にとってこころの健康の維持に

つながり、安全で幸せな地域づくりに貢献できます。 

このように、社会や地域とのつながりを持ち続ける人や地域活動を担う人材が互いに

関わり、ソーシャルキャピタル※5を醸成することは、地域全体の健康づくりにおいても有

用であると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソーシャルキャピタルのイメージ図 

参考：厚生労働省 

令和４年度大阪市「在宅医療・介護連携相談支援室」活動報告会資料 

  

 

※5 人々の関係性やつながりを資源としてとらえる概念のことであり、ここでは地域や人とのきずなやつな

がりがもたらす「力」のことを指します。 

家族や友人 

近隣の人への 

近所づきあいや 

サークル活動などの 

互いに助け 

合ったり地域貢献する 

人と人との絆や社会のつながりが 

もたらす「力」 

規範 

信頼 

ネットワーク 

お互い様 ご近所の底力 

絆 

見守り 

安心感 

団結力 
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３ 志木市を取り巻く現状 

（１）人口 

①年齢区分別人口 

令和５(2023)年の総人口は 76,454人となっており、75歳以上（後期高齢者）の人口は

10,824 人となっています。75 歳以上（後期高齢者）の人口は、65～74 歳（前期高齢者）

の人口を上回っており、令和 11(2029)年までは、総人口及び 75歳以上（後期高齢者）の

人口は、増加する見込みです。また、高齢化率も増加が予測されています。 

 

 

注）令和５(2023)年までは各年 10 月１日人口。令和６(2024)年以降は、住民基本台帳人口に対し国立社会保

障・人口問題研究所による人口推計変化率を用いた推計値。 

出典：健康政策課資料 

 

 

 

 

 

  

9,766 9,639 9,634 9,632 9,590 9,548 9,503 9,460 9,418 9,391 9,360 9,330 9,301 9,273

20,636 20,538 20,447 20,359 20,383 20,403 20,429 20,451 20,475 20,472 20,465 20,468 20,461 20,460 

27,094 27,303 27,722 27,667 27,613 27,558 27,506 27,449 27,203 26,955 26,710 26,734 26,215 26,240 

8,645 8,150 7,508 7,548 7,585 7,623 7,662 7,700 8,030 8,359 8,690 8,664 9,348 9,322 

10,273 10,824 11,662 11,779 11,896 12,016 12,132 12,251 12,198 12,145 12,093 12,122 11,987 12,012 

76,414 76,454 76,931 77,017 77,091 77,181 77,262 77,347 77,345 77,337 77,340 77,318 77,334 77,307

24.8 24.8 24.9 25.1 25.3 25.4 25.6 25.8 
26.2

26.5
26.9 26.9

27.6 27.6

20

22

24

26

28
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32

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

(％)(人)

(年)
０～14歳 15～39歳 40～64歳 65～74歳 75歳以上 総人口 高齢化率
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（２）出生 

①出生数 

本市の出生数は、埼玉県及び全国と同様に減少していますが、令和元(2019)年以降大

幅に減少しています。平成 29(2017)年では 674 人でしたが、令和３(2021)年には 512 人

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：埼玉県保健統計年報 

 

②出生率※6 

本市の出生率は、埼玉県及び全国よりも高い水準で推移していましたが、令和元(2019)

年より急激に低下し、令和３(2021)年には埼玉県及び全国と同等の水準となっています。 

 

 

出典：埼玉県保健統計年報 

 

  

 

※6 出生率：出生数÷10 月 1 日の人口×1,000 
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③合計特殊出生率※7 

本市の合計特殊出生率は、埼玉県及び全国と同様に減少しています。令和元(2019)年

及び令和２(2020)年までは、埼玉県及び全国を上回っていましたが、令和３(2021)年に

は埼玉県及び全国よりも低くなっています。 

 

 

出典：埼玉県保健統計年報 

 

（３）健康寿命 

①平均寿命 

本市の令和３(2021)年の平均寿命は、男性が 82.0 歳、女性が 88.0 歳となっており、

平成 24(2012)年と比較して男性が 2.0 歳、女性が 1.8 歳延びています。埼玉県と比較す

ると、男性が 0.5歳、女性が 0.7歳長くなっています。 

 

 
出典：埼玉県衛生研究所「健康指標総合ソフト」 

 

 

※7 15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に産

むとしたときの子どもの数に相当します。 
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20 

②65歳健康寿命※8 

本市の令和３(2021)年の 65歳健康寿命は、男性が 18.36年、女性が 21.50年となって

おり、平成 24(2012)年と比較して男性が 0.89 年、女性が 0.93 年延びています。埼玉県

と比較すると、男性が 0.35年、女性が 0.64年長くなっています。 
 

 
出典：埼玉県衛生研究所「健康指標総合ソフト」 

 

埼玉県内市町村における平均寿命の順位は、男性が６位、女性が２位となっています。

65歳健康寿命の順位は、男性が 14位、女性が１位となっています。 
 

埼玉県内市町村における平均寿命と 65 歳健康寿命の順位（令和３年）

 

注）平均寿命（年）と 65 歳健康寿命（年）は、小数点以下第３位を四捨五入している。 

出典：埼玉県衛生研究所「健康指標総合ソフト」 

 

※8 埼玉県では、「65 歳に達した県民が健康で自立した生活を送る期間」、具体的には「要介護２」以上にな

るまでの期間と定義しています。 

20.57 20.47
20.68 20.76 20.81

21.06 21.22 21.40 21.23
21.50

19.76 19.75 19.84
20.05

20.24 20.36 20.46 20.58 20.66
20.86

17.47 17.53 17.58 17.47
17.70

18.15 18.10 18.03
18.25 18.36

16.84 16.85 16.96
17.19

17.40 17.57 17.64 17.73 17.87 18.01
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20

21

22

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 (年)

(年)

志木市（女性）

埼玉県（女性）

志木市（男性）

埼玉県（男性）

1 伊奈町 82.56 鳩山町 19.35 東秩父村 89.39 志木市 21.50

2 鶴ヶ島市 82.16 北本市 18.88 志木市 88.03 和光市 21.46

3 白岡市 82.14 東秩父村 18.78 鴻巣市 87.80 滑川町 21.46

4 上尾市 82.03 伊奈町 18.70 白岡市 87.78 入間市 21.41

5 鴻巣市 82.03 入間市 18.61 滑川町 87.74 鳩山町 21.41

6 志木市 82.02 和光市 18.61 和光市 87.74 狭山市 21.40

7 越生町 81.99 狭山市 18.58 吉見町 87.73 長瀞町 21.27

8 宮代町 81.97 桶川市 18.52 川島町 87.71 蕨市 21.23

9 入間市 81.97 鴻巣市 18.51 久喜市 87.62 越生町 21.17

10 久喜市 81.96 飯能市 18.51 朝霞市 87.60 小川町 21.17

…

14 - - 志木市 18.36 - - - -

県平均 81.48 県平均 18.01 県平均 87.30 県平均 20.86

順位
男性 女性

平均寿命（年） 65歳健康寿命（年） 平均寿命（年） 65歳健康寿命（年）
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（４）主な死因 

①主な死因の構成割合 

死因別死亡数の推移をみると、平成 29(2017)年から令和３(2021)年まで、悪性新生物

（がん）が１位、心疾患（高血圧性を除く）が２位となっています。令和元(2019)年まで

は、肺炎が３位、脳血管疾患が４位、老衰が５位でしたが、令和２(2020)年以降は、老衰

が３位、肺炎が４位、脳血管疾患が５位となり、変化がみられます。 
 

死因別死亡数 

 

注）「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード番号順に掲

載している。９位以下は８位と同率であっても掲載していない。 

注）構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が必ずしも 100 とはならない。 

出典：埼玉県衛生研究所「健康指標総合ソフト」 

 

 

 

  

173人 32.1% 204人 31.9% 199人 31.4% 206人 31.7% 207人 30.4%

72人 13.4% 111人 17.4% 104人 16.4% 88人 13.6% 90人 13.2%

43人 8.0% 51人 8.0% 51人 8.1% 43人 6.6% 61人 9.0%

38人 7.1% 32人 5.0% 40人 6.3% 41人 6.3% 39人 5.7%

30人 5.6% 24人 3.8% 28人 4.4% 29人 4.5% 35人 5.1%

12人 2.2% 16人 2.5% 15人 2.4% 21人 3.2% 14人 2.1%

12人 2.2% 12人 1.9% 14人 2.2% 15人 2.3% 14人 2.1%

11人 2.0% 11人 1.7% 13人 2.1% 13人 2.0% 13人 1.9%

148人 27.5% 178人 27.9% 169人 26.7% 193人 29.7% 208人 30.5%

合計

その他その他

腎不全

-

539人 639人

1

8

7

6

5

4

3

2

681人

その他その他その他

633人 649人

肺炎

不慮の事故

老衰老衰肺炎肺炎

脳血管疾患脳血管疾患老衰老衰

間質性肺疾患誤嚥性肺炎間質性肺疾患

老衰

誤嚥性肺炎糖尿病アルツハイマー病
血管性及び

詳細不明の認知症
誤嚥性肺炎

自殺
血管性及び

詳細不明の認知症
不慮の事故

不慮の事故

不慮の事故

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

悪性新生物(がん)

心疾患

(高血圧性を除く)

心疾患

(高血圧性を除く)

心疾患

(高血圧性を除く)

心疾患

(高血圧性を除く)

悪性新生物(がん) 悪性新生物(がん) 悪性新生物(がん) 悪性新生物(がん)

心疾患

(高血圧性を除く)

肺炎

脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 肺炎

順位

年

知っておきたい   高齢者の感染症「誤嚥性肺炎」 

誤嚥（ごえん：食べ物やだ液が気道に入ること）がきっかけとなり、主に口の中の細菌が肺に入

り込んで起こる肺炎です。（誤嚥性肺炎発生のメカニズムについては、65ページ参照） 

平成 28 年６月 25 日 第２回医療計画の見直し等に関する検討会の資料によると、肺炎患者の約

７割が 75歳以上の高齢者となっています。また、高齢者の肺炎のうち、７割以上が誤嚥性肺炎であ

り、誤嚥性肺炎を引き起こす嚥下障害の原因疾患は脳卒中が約６割を占め、脳卒中の後遺症が誤嚥

性肺炎の発生に大きく関係していることが示唆されています。 
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②年齢区分別の主要死因の割合 

年齢区分別の主要死因の割合をみると、青年期・壮年期では自殺と悪性新生物（がん）

が上位となっています。中年期以降では、第１位が悪性新生物（がん）、第２位が心疾患

（高血圧性を除く）となっています。 

 

ライフステージ別死因順位(2017 年～2021 年） 

 
注）平成 29(2017)年から令和３(2021)年の５年間の平均値。 

注）旧分類の「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコー

ド番号順に掲載している。９位以下は８位と同率であっても掲載していない。 

注）構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が必ずしも 100 とはならない。 

出典：埼玉県衛生研究所「健康指標総合ソフト」 

 

 

 

  

順位
青年期

(15～24歳)

壮年期

(25～44歳)

中年期

(45～64歳)

高齢期

(65歳以上)

高齢期のうち

75歳以上

自殺 悪性新生物(がん) 悪性新生物(がん) 悪性新生物(がん) 悪性新生物(がん)

71.4% 34.0% 37.1% 30.9% 26.8%

悪性新生物(がん) 自殺
心疾患

(高血圧性を除く)

心疾患

(高血圧性を除く)

心疾患

(高血圧性を除く)

14.3% 22.0% 14.6% 14.8% 15.3%

その他の新生物
心疾患

(高血圧性を除く)
自殺 肺炎 肺炎

14.3% 18.0% 6.4% 7.9% 9.1%

不慮の事故 不慮の事故 老衰 老衰

6.0% 5.0% 6.6% 8.0%

肝疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患

4.0% 4.6% 5.7% 6.1%

その他の新生物 肝疾患 腎不全 腎不全

2.0% 3.9% 2.0% 2.3%

糖尿病 糖尿病
血管性及び

詳細不明の認知症

血管性及び

詳細不明の認知症

2.0% 2.1% 1.8% 2.1%

脳血管疾患 大動脈瘤及び解離 不慮の事故 アルツハイマー病

2.0% 1.4% 1.8% 2.0%

その他 その他 その他 その他

10.0% 24.6% 28.4% 28.5%

4

3

2

1

-

8

7

6

5
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（５）医療費 

令和３(2021)年度における国民健康保険の医療費をみると、大分類による疾病別医療

費の割合は、「新生物＜腫瘍＞」が17.2％と最も高く、次いで「循環器系の疾患」が14.8％、

「筋骨格系及び結合組織の疾患」が 10.5％となっています。 
 

 
大分類による疾病別医療費割合 

出典：KDB システム(令和３(2021)年度の疾病別医療費分析(大分類)入院・外来(全地区)) 

 

本市の令和４(2022)年度における国民健康保険被保険者一人当たりの医療費は、

357,055円で、埼玉県内市平均の 365,173 円を下回っています。前年度と比較すると、埼

玉県内市平均が 8,157 円の増加に対し、本市は 197 円の減少となり、増加額の低い方か

ら数えて県内 40市中第４位となっています。 

国民健康保険被保険者一人当たりの医療費の（前年度比）県内順位 

 
出典：「国民健康保険事業状況」（令和４(2022)年度速報値） 

新生物＜腫瘍＞

804,199,110円

17.2%

循環器系の疾患

691,079,130円

14.8%

筋骨格系及び結合組織の疾患

490,117,100円

10.5%

尿路性器系の疾患

467,056,370円

10.0%

内分泌、栄養及び代謝疾患

371,455,960円

7.9%

精神及び行動の障害

300,936,200円

6.4%

神経系の疾患

292,795,400円

6.2%

消化器系の疾患

271,422,000円

5.8%

呼吸器系の疾患

249,844,830円

5.3%

眼及び付属器の疾患

189,698,200円

4.0%

その他

556,313,520円

11.9%

総額

4,684,917,820円

順位 自治体 R3年度(円) R4年度(円) R4年度－R3年度(円)

1 白岡市 385,504 373,020 ▲12,484

2 富士見市 356,164 352,724 ▲3,440

3 上尾市 362,476 359,906 ▲2,570

4 志木市 357,252 357,055 ▲197

5 東松山市 363,303 363,936 633

6 鶴ケ島市 351,535 352,909 1,374

7 熊谷市 374,385 377,086 2,701

8 新座市 361,540 364,279 2,739

9 日高市 400,873 403,828 2,955

10 所沢市 350,842 353,907 3,065

市平均 357,016 365,173 8,157
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本市の令和４(2022)年における国民健康保険被保険者一人当たりの年額歯科医療費は

26,047 円で、埼玉県の 24,850 円を上回っています。令和元(2019)年からの推移をみる

と、令和２(2020)年には埼玉県を下回りましたが、以降は埼玉県を上回っています。 

 

注）全国の値は、当該年度の「歯科診療医療費」を 10 月１日の人口で除した金額。 

出典：全国は「国民医療費の概況」、埼玉県と志木市は「国民健康保険事業状況」 

 

 

令和４(2022)年における国民健康保険被保険者一人当たりの歯科疾患別年額歯科医療

費は、令和元(2019)年と比べて「う蝕」、「歯肉炎及び歯周疾患」で増加しています。「そ

の他の歯及び歯の支持組織の障害」では、令和２(2020)年に減少がみられましたが、令和

３(2021)年には増加に転じています。 

 

注）当該年に各疾患により歯科受診をした人の数で除した金額。 

出典：国保総合システム 
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（６）要支援・要介護認定者数と認定率 

要支援・要介護の認定者数は年々増加しており、令和４(2022)年９月末時点で 3,267 人

となっています。 

令和４(2022)年の認定者数を要介護度別にみると、要介護１が 763 人(23.4％)と最も

多く、次いで要支援１が 522人(16.0％)、要支援２が 442人(13.5％)となっています。 
 

 

出典：志木市長寿応援課「見える化システム」 

 

本市の調整済み認定率※9は、令和２(2020)年までは埼玉県及び全国よりも低く推移し

ていましたが、令和３(2021)年には埼玉県と同水準となっており、令和４(2022)年には

埼玉県を上回る 16.1％となっています。 
 

 
出典：志木市長寿応援課「見える化システム」 

 

※9 認定率は、（認定者数）÷（第 1 号被保険者数）にて算出しますが、認定率の多寡は第 1 号被保険者の性

別構成・年齢構成等、不特定要素に大きく左右されるため、全国平均や他の保険者との比較を行う場合

には、所定の計算式によって算出した「調整済み認定率」を用いることが妥当とされています。 
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（７）各種健康診査等の受診状況 

①各種がん検診の受診率 

本市の各種がん検診の年度別受診率は、胃がん検診、乳がん検診で減少傾向がみられ

ます。特に、令和２(2020)年度には、新型コロナウイルス感染症の影響により受診率が減

少しました。大腸がん検診、子宮頸がん検診は、令和２(2020)年度と比較し令和３(2021)

年度は増加しているものの、令和元(2019)年度の受診率には回復していません。大腸が

ん検診の受診率は、埼玉県及び全国を上回っていますが、乳がん検診では全国より、その

他のがん検診は埼玉県及び全国より低い受診率となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：地域保健・健康増進事業報告 

 

 

令和３年度各種がん検診の受診率における埼玉県及び全国との比較（％） 

出典：地域保健・健康増進事業報告 
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②各健康診査等の受診率 

本市の国民健康保険の特定健康診査の受診率は、平成 30(2018)年度の 42.1％をピーク

に減少し、令和２(2020)年度には 36.8％となりましたが、令和４(2022)年度には 40.7％

に上昇しています。過去５年間を埼玉県及び全国と比較すると、本市の受診率は埼玉県

及び全国を上回っています。 

一方、特定保健指導の実施率は、年度による差が大きく、令和２(2020)年度には 26.8％

と全国と同水準となりましたが、令和３(2021)年度には 19.4％と埼玉県と同率となり、

令和４(2022)年度には 15.8％と埼玉県を下回っています。 

また、後期高齢者医療の健康診査受診率は、平成 29(2017)年度から 30％台で推移してい

ます。過去５年間では、令和元(2019)年度以外は、埼玉県とほぼ同水準となっています。 

 

出典：法定報告 

 

出典：法定報告 

 

出典：埼玉県後期高齢者医療広域連合 
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③特定健康診査の結果 

本市の令和３(2021)年度における特定健康診査解析データをみると、メタボリックシ

ンドロームの該当者の割合は、男性の 40～64歳では年齢が上がるにつれて高くなり、60

～64歳では 42.4％と最も高くなっています。 

また、メタボリックシンドローム該当者の割合を埼玉県及び全国と比較すると、男性

では 34.3％と高く、女性では 10.2％と低くなっています。一方、予備群の割合は、本市

の男性は 16.7％と低く、女性は 6.2％と同水準となっています。 
 

  

出典：法定報告 TKCA012(令和３(2021)年度)   出典：KDB システム(令和３(2021)年度･地域の全体像の把握） 

 

血圧の保健指導判定値である収縮期血圧 130mmHg 以上の有所見者の割合は、全国と比

較し、いずれの年齢も男女ともに高くなっています。65～74 歳の男性と 40～64歳の女性

では、埼玉県及び全国よりも高くなっています。 
 

 

収縮期血圧の有所見者の割合 

出典：KDB システム(令和３(2021)年度・厚生労働省様式 5-2、年齢調整済） 
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同様に保健指導判定値である拡張期血圧 85mmHg 以上の有所見者の割合は、男性では、

40～64歳は全国より高く、65～74歳は埼玉県及び全国よりも低くなっています。女性で

は、いずれの年齢も埼玉県及び全国と比較し高くなっています。 

 

  

拡張期血圧の有所見者の割合 

出典：KDB システム(令和３(2021)年度・厚生労働省様式 5-2、年齢調整済） 

 

 

ＬＤＬコレステロールの保健指導判定値である 120mg/dℓ以上の有所見者割合は、埼玉

県及び全国と比較し、男女ともにいずれの年齢も高くなっています。 

 

  

ＬＤＬコレステロールの有所見者の割合 

出典：KDB システム(令和３(2021)年度・厚生労働省様式 5-2、年齢調整済) 
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（８）後期高齢者の状況 

①ＢＭＩ20以下の人の割合 

令和２(2020)年度及び令和３(2021)年度のＢＭＩ20以下の低栄養・サルコペニア※10が

疑われる人の割合は11％台でしたが、令和４(2022)年度には12.3％と高くなっています。 
 

 
出典：KDB システム(令和４(2022)年度・後期高齢者医療健康診査質問票) 

 

②口腔機能の状態 

咀嚼機能の低下が疑われる、半年前に比べて固いものが食べにくくなった人の割合は、

減少しています。嚥下機能の低下が疑われる、お茶や汁物でむせることがある人の割合

は、令和２(2020)年度から令和３(2021)年度で減少しましたが、令和４(2022)年度は前

年度を上回っています。 
 

 
 

 

出典：KDB システム(令和４(2022)年度・後期高齢者医療健康診査質問票) 

 

  

 

※10 加齢に伴い筋力が減少することを意味しており、フレイルの最も大きな原因のひとつです。 
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③運動能力の状態・転倒リスク 

以前に比べて歩く速度が遅くなってきた人の割合は、59％前後で推移しており、大きな

変化はありません。この１年間に転んだことがある人の割合は、令和２(2020)年度から令

和３(2021)年度で減少しましたが、令和４(2022)年度は前年度と比べて増加しています。 

 

 

出典：KDB システム(令和４(2022)年度・後期高齢者医療健康診査質問票) 
 

④社会参加の状況 

週に１回以上は外出している人の割合は、各年度とも 90％以上で増加しています。ふ

だんから家族や友人と付き合いがある人の割合は、各年度とも 94％以上となっています。 

 

 

出典：KDB システム(令和４(2022)年度・後期高齢者医療健康診査質問票) 
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４ 市民健康意識調査の結果 

本計画を策定するにあたり、市民の健康や生活習慣、食に関する意識や実態を把握す

るために市民健康意識調査を実施しました。 

 

（１）調査の概要 

①調査対象・抽出条件 

調査名称 調査対象者 抽出条件 

一般市民 志木市在住の 19歳以上の市民 無作為抽出 

中学・高校生 志木市在住の中学生・高校生 
市内の中学校・高校から 

無作為抽出 

小学生の保護者 志木市在住の小学生の保護者 市内の小学校から無作為抽出 

乳幼児の保護者 志木市在住の乳幼児の保護者 
市内の保育園や幼稚園、健診

受診者から無作為抽出 

 

 

②調査方法・期間 

調査名称 方法 期間 

一般市民 
・配付：郵送 

・回収：郵送またはＷＥＢで回収 

令和４年 

10月５日～ 

10月 28日 

中学・高校生 
・配付：学校を通じて配付 

・回収：学校経由またはＷＥＢで回収 

小学生の保護者 
・配付：学校を通じて配付 

・回収：学校経由またはＷＥＢで回収 

乳幼児の保護者 

・配付：①保育園・幼稚園を通じて配付 

②健診受診前に郵送で配付 

・回収：①保育園・幼稚園経由またはＷＥＢで回収 

②健診受診時に回収またはＷＥＢで回収 

 

 

③回収結果 

調査名称 配布数 有効回答数 有効回収率 

一般市民 1,500 件 548 件 36.5％ 

中学・高校生 480 件 429 件 89.4％ 

小学生の保護者 753 件 538 件 71.4％ 

乳幼児の保護者 351 件 210 件 59.8％ 
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（２）調査の結果 

①健康意識 

⚫ 健康に対するイメージをライフステージ別に見ると、すべての世代で「身体が元気

で調子がよいこと」の割合が最も高くなっています。一方で、「生きがいや目標を

持っていること」の割合は低くなっています。 

⚫ 「自分は健康である」と回答した人（主観的健康感の高い人）は、日常生活の中で

幸せを感じる主観的幸福感が高い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 健康に関する情報収集の手段をライフス

テージ別にみると、青年期では、「インタ
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本など」の割合が最も高くなっています。

次いで、青年期では、「テレビ、ラジオ、

新聞、雑誌、本など」、壮年期では、「イン

ターネット・携帯サイト」、高齢期では、

「友人・知人」の割合が高くなっていま

す。 
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1.2 

3.5

67.4 

64.6 

24.7 

24.2 

18.5 

9.0 

14.0 

1.7 

1.1 

0.6 

2.8

83.6 

26.0 

32.4 

29.2 

28.5 

24.9 

3.6 

8.9 

2.5 

0.4 

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレビ、ラジオ、新聞、

雑誌、本など

インターネット・

携帯サイト

友人・知人

家族

医療機関

広報しき

学校、職場

市や健康増進センターが

行う各種事業やイベントなど

市のホームページ

市のＳＮＳ

特にない

健康に関する情報収集の手段

青年期 壮年期 高齢期
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⚫ 中高生におけるからだや性に関する言葉の理解度は、「妊娠」が 90.2％と最も高く、

次いで「月経」が 81.8％となっています。一方で、「ＨＰＶ（ヒトパピローマウイ

ルス）」が 30.3％と最も低く、次いで「中絶」が 64.1％と低くなっています。 

 

 

 

⚫ 小学生における新型コロナウイルス感染症感染拡大前後の生活習慣の変化は、「パ

ソコン、タブレット、スマートフォンの利用時間」が 77.3％、次いで「テレビやゲ

ームの利用時間」が 68.7％と増加しています。一方で、「運動など身体を動かす機

会」が 46.7％、次いで「友人や仲間、地域の人との交流機会」が 43.5％と減少し

ています。 

 

40.3 

37.1 

23.8 

28.2 

8.2 

21.4 

41.5 

53.1 

40.3 

49.0 

22.1 

47.1 

9.1 

5.4 

16.3 

11.7 

28.2 

17.0 

8.4 

3.7 

18.9 

9.6 

40.3 

13.8 

0.7 

0.7 

0.7 

1.6 

1.2 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

月経

妊娠

中絶

避妊

ＨＰＶ

（ヒトパピローマ

ウイルス）

性感染症

中高生におけるからだや性に関する言葉の理解度

よく理解している ある程度は理解している ほとんどわからない

まったくわからない 無回答

3.7 

0.9 

4.3 

0.7 

32.5 

35.1 

5.4 

10.4 

11.9 

31.6 

3.5 

36.2 

42.2 

10.0 

40.5 

68.2 

55.8 

71.0 

27.9 

19.3 

37.4 

30.1 

3.7 

2.4 

22.1 

1.9 

0.7 

32.2 

13.4 

0.9 

0.4 

2.4 

0.6 

0.4 

14.5 

1.7 

13.6 

5.2 

0.0 

0.9 

2.0 

0.2 

0.2 

0.7 

0.4 

0.2 

0.0 

0.2 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

友人や仲間、

地域の人との交流機会

孤独や孤立を感じること

ストレスを感じること

睡眠時間

テレビやゲームの利用時間

パソコン、タブレット、

スマートフォンの利用時間

運動など身体を動かす機会

小学生における新型コロナウイルス感染症感染拡大前後の生活習慣の変化

とても増えた やや増えた 変わらない やや減った とても減った もともとない 無回答
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②健康管理 

⚫ 健康に関する言葉の認知度は、「ジェネリック」が 89.8％と最も高く、次いで「メ

タボリックシンドローム」が 81.9％となっています。一方、「ポリファーマシー※11」

は 6.0％と最も低くなっています。 

⚫ かかりつけ医等の状況は、かかりつけ医及びかかりつけ歯科医がいる人の割合が６

割以上となっています。一方、かかりつけ薬局がある人の割合は 49.5％となって

います。 

⚫ 災害に備えて行っている取組は、「食品や水などの備蓄をしている」が 56.6％と最

も多く、次いで「災害時の避難場所を確認している」が 52.4％、「自分の常備薬を

災害用品の中に余分に準備している」が 9.9％となっています。 
 

 

フレイル12 

ＣＯＰＤ13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
※11 服用する薬剤数が多いのみならず、それに関連して副作用や服用過誤などの薬物有害事象を引き起こす

可能性がある状態を指します。（77 ページコラム参照） 
※12 年齢を重ねて、心身の活力（筋力、認知機能、社会とのつながりなど）が低下した状態をいいます。
（83 ページコラム参照） 
※13 慢性閉塞性肺疾患のこと。有毒な粒子やガス（主にたばこの煙）の吸入により肺に炎症を起こす進行性

の疾患です。 

24.1 

18.8 

10.8 

89.8 

6.0 

19.2 

81.9 

19.3 

25.9 

19.9 

6.9 

14.4 

15.3 

14.4 

55.1 

53.6 

67.5 

2.0 

77.6 

63.7 

2.7 

1.5 

1.6 

1.8 

1.3 

2.0 

1.8 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フレイル

ロコモティブシンドローム

サルコペニア

ジェネリック

ポリファーマシー

ＣＯＰＤ

（慢性閉塞性肺疾患）

メタボリックシンドローム

健康に関する言葉の認知度

意味を理解して知っている 意味は知らないが聞いたことはある

聞いたことがない 無回答

※13 

※12 

60.0 

70.4 

49.5 

89.4 

34.3 

24.1 

43.1 

8.4 

3.8 

2.0 

4.0 

0.5 

1.8 

3.5 

3.5 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

かかりつけ医がいる

かかりつけ歯科医がいる

かかりつけ薬局がある

お薬手帳を持っている

かかりつけ医等の状況

はい いいえ わからない 無回答

56.6 

52.4 

15.3 

9.9 

7.5 

21.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食品や水などの備蓄をしている

災害時の避難場所を確認している

お薬手帳を活用して最新の内容にしている

自分の常備薬を災害用品の中に

余分に準備している

応急処置などの救急方法を学んでいる

特に準備していない

災害に備えて行っている取組
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③栄養・食生活 

⚫ 食育に関心がある人の割合は、関心がない人の割合より高くなっています。 

⚫ 減塩をこころがけている人の割合を前回調査(平成 29(2017)年度)と比較すると、

減少しています。 
 

  

 

⚫ １日に野菜を３皿以上食べている人の割合をライフステージ別に前回調査(平成

29(2017)年度)と比較すると、すべての世代で増加しています。 

⚫ 環境に配慮した食材・食品の選択頻度を全国と比較すると、志木市では 52.7％、

全国では 69.3％となっており、全国よりも低くなっています。 

 

 

 
              ※全国調査は農林水産省「食育に関する意識調査報告書（令和４(2022)年３月）」 

  

とても関心がある

18.2%

どちらかと言えば

関心がある

48.4%

どちらかと言えば

関心がない

24.6%

まったく関心がない

7.7%

食育への関心

36.4 

41.6 

38.6 

52.4 

58.3 

53.2 

0% 20% 40% 60%

小学生

中高生

一般

１日に野菜を３皿以上食べている人の割合

H29

R4

(年度)

11.1 

14.5 

41.6 

54.8 

32.5 

25.4 

13.1 

4.6 

1.6 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

志木市

全国

環境に配慮した食材・食品の選択頻度

（全国との比較）

いつも選んでいる 時々選んでいる あまり選んでいない まったく選んでいない 無回答

46.8 

29.7 

0% 20% 40% 60%

減塩を

こころがけている

麺類の汁を残す、調味料や漬物を減らすなど

減塩を心がけている人の割合

H29

R4

(年度)
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⚫ 主食・主菜・副菜をそろえることを心がけている人の割合をライフステージ別に

前回調査(平成 29(2017)年度)と比較すると、高齢期、中高生で減少しています。 

 

 

⚫ 朝食を食べる人の割合を小学生、中高生別に前回調査(平成 29(2017)年度)と比較

すると、いずれも減少しています。 

 

 

⚫ 中高生における家族と一緒に食事をする頻度をみると、朝食では、「ほとんどない」

が 38.5％と最も高く、夕食では、「ほとんど毎日」が 67.4％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

  

82.0 

84.1 

57.6 

65.3 

72.6 

84.4 

78.0 

59.3 

65.7 

70.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生

中高生

青年期

壮年期

高齢期

主食・主菜・副菜をそろえることを心がけている人の割合

H29

R4

(年度)

94.9 

82.9 

91.6 

74.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生

中高生

朝食をほぼ毎日食べる人の割合

H29

R4

(年度)

67.4 

38.2 

15.4 

7.5 

12.1 

9.8 

1.9 

5.8 

2.6 

38.5 

0.7 

0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夕

食

朝

食

中高生における家族と一緒に食事をする頻度

ほとんど毎日 週に４～５日 週に２～３日 週に１日程度 ほとんどない 無回答



 

38 

④歯と口腔の健康 

⚫ 歯や歯ぐきのために取り組んでいることを一般、中高生別にみると、一般では、「歯

と歯の間を清掃するための用具（デンタルフロス、歯間ブラシなど）を使うように

している」の割合が 55.8％と最も高く、中高生では、「時間をかけて、ていねいに

歯みがきをする」の割合が 63.9％と最も高くなっています。 

 

注）「過去１年以内に歯科検診を受けている」については、中高生の選択肢にはありません。 

 

⚫ 歯磨き後から就寝までの間に間食する頻度をライフステージ別にみると、すべての

区分において「ほぼしていない」の割合が最も高くなっています。一方、中高生で

は「ほぼ毎日している」の割合が 21.4％となっており、他の区分と比較し２倍以

上となっています。 

 

  

9.0 

8.4 

21.4 

1.4 

3.9 

5.1 

4.3 

8.6 

14.7 

77.6 

78.6 

58.3 

7.6 

0.6 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

乳幼児

小学生

中高生

歯磨き後から就寝までの間に間食する頻度

ほぼ毎日している 週４～５日している 週２～３日している ほぼしていない 無回答

21.9 

63.9 

18.9 

28.4 

24.7 

21.9 

11.0 

23.8 

11.0 

12.4

55.8 

48.2 

45.8 

45.1 

43.8 

26.1 

18.8 

14.6 

11.3 

9.1 

9.1

0% 20% 40% 60% 80%

歯と歯の間を清掃するための用具（デンタルフロ

ス、歯間ブラシなど）を使うようにしている

時間をかけて、ていねいに歯みがきをする

過去１年間に歯石をとってもらった

定期的に歯科検診を受けている

過去１年以内に歯科検診を受けている

舌を清掃している

フッ化物（フッ素）配合の歯みがき剤を

使っている

甘味食品・甘味飲料・清涼飲料をできるだけ

とらないようにしている

歯科医院でフッ化物（フッ素）塗布を

してもらっている

毎日、噛みごたえのある食材を食べている

特に取り組んでいることはない

歯や歯ぐきのために取り組んでいること

中高生 一般
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⑤身体活動・運動 
 

⚫ １日の平均歩数を年齢区分別・性別でみる

と、国が掲げる１日の平均歩数の目標値を

ほぼすべての区分で達成しているものの、

20～64歳女性は 6,094歩と目標値より低く

なっています。 
 

     健康日本 21(第三次)における１日の平均歩数の目標値 

 男性・女性 

20～64 歳 8,000 歩 

65 歳以上 6,000 歩 

 

⚫ １日の平均歩数を地区別にみると、「中宗岡」が 8,064 歩と最も多くなっており、

次いで「本町」が 7,546 歩となっています。前回調査(平成 29(2017)年度)と比較

すると、「本町」、「柏町」、「幸町」、「下宗岡」の４地区で歩数が増加しています。 

 
 

⚫ 運動やスポーツを行う頻度を乳幼児、小学生別にみると、「週２日以上している」

の割合が最も高くなっています。一方で、前回調査(平成 29(2017)年度)と比較す

ると、「ほぼ毎日している」の割合は乳幼児、小学生ともに低くなっています。 

 

6,612

5,764

5,464

6,822

6,770

8,313

6,274

7,546

6,638

6,090

6,343

5,944

8,064

7,209

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

本町

柏町

幸町

館

上宗岡

中宗岡

下宗岡

(歩)

１日の平均歩数（地区別）

H29

R4

(年度)

51.4 

24.8 

44.2 

46.7 

3.6 

24.8 

0.7 

3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H29

R4

運動やスポーツを行う頻度

ほぼ毎日している 週２日以上している ほとんどしていない 無回答

乳幼児

(年度)

(年度)

30.8 

22.9 

58.5 

53.2 

10.6 

24.0 

0.2 

0.0 

H29

R4

小学生

8,071

6,094

6,465

6,571

0 2,000 4,000 6,000 8,000

20～64歳

男性

20～64歳

女性

65歳以上

男性

65歳以上

女性

(歩)

１日の平均歩数
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⑥休養・こころの健康 

 

⚫ ストレスを感じている主な

要因は、「仕事上のこと」が

28.5％と最も高く、次いで

「自分の健康、病気、介護」

が 22.8％、「経済的な問題」

が 22.1％、「家族の健康、病

気、介護など」が 21.7％と

なっています。 

 

 

 

 

⚫ こころの悩みやストレスを感じた時の相談相手を性別でみると、男女ともに、「家

族」が最も多く、次いで、男性では、「特に相談していない」、女性では、「友人・

知人」が多くなっています。 

 

 

⚫ こころの悩みやストレスな

どを相談できる人がいない

人の割合を前回調査(平成

29(2017)年度)と比較する

と、中高生は 7.7％と増加

しています。 

 

44.0 

24.0 

2.0 

4.4 

0.8 

1.6 

0.4 

13.6 

26.4 

60.2 

59.5 

2.7 

5.4 

1.7 

0.3 

1.4 

4.8 

11.6 

0% 20% 40% 60% 80%

家族

友人・知人

市の相談機関（健康増進センター、基幹福祉相談

センター、高齢者あんしん相談センターなど）

医師

学校や職場のカウンセラー

国や県の相談機関

SNS（LINE、Facebook、Twitter(Ｘ)など）

特に悩みはない

特に相談していない

こころの悩みやストレスを感じた時の相談相手

男性

女性

4.5 

18.9 

7.7 

18.2 

0% 10% 20%

中高生

(相談できる人がいない)

一般

(特に相談していない)

こころの悩みやストレスを感じた時に

相談できる人がいない人の割合

H29

R4

(年度)

28.5 

22.8 

22.1 

21.7 

12.2 

11.7 

7.3 

0% 20% 40%

仕事上のこと

自分の健康、病気、介護

経済的な問題

家族の健康、病気、介護など

家族との人間関係

職場や学校、近所での人づきあい

（家族以外との人間関係）

子育てに関する問題

ストレスを感じている主な要因
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⚫ 睡眠による休養がとれていない

人の割合を前回調査 (平成 29  

(2017)年度)と比較すると、すべ

てのライフステージにおいて増

加しています。 

 

 

 
 

⚫ 乳幼児の睡眠の状況を前回調査(平成 29(2017)年度)と比較すると、「日頃から十分

な睡眠をとらせていますか」との質問に対し、「いつも（毎日）そうさせている」

割合が 79.0％へ減少しています。 

⚫ 小学生の睡眠の状況を前回調査(平成 29(2017)年度)と比較すると、「お子さんは日

頃から十分な睡眠をとっていますか」との質問に対し、「とれていない」と回答し

た割合は 13.4％と減少しています。 

 
 

⚫ 精神的に不安定でない人は、「健康であると感じている人」や「日常生活の中で幸

せを感じている人」の割合が高くなっています。一方で、精神的に不安定な人は、

「歯や口の中で気になる症状がある人」や「積極的に歩くなどを心がけていない

人」、「地域でのボランティア活動や趣味のグループに参加していない人」の割合が

高くなっています。 

 

  

87.7 

79.0 

9.1 

18.1 

2.2 

1.9 

1.1 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H29

R4

乳幼児の睡眠の状況

いつも（毎日）そうさせている

ときどきそうさせている

気にかけていない

無回答

(年度)

21.6 

25.7 

32.3 

13.2 

30.1 

32.6 

34.8 

19.9 

0% 20% 40%

中高生

青年期

壮年期

高齢期

睡眠による休養がとれていない人の割合

H29

R4

(年度)

75.4 

76.0 

22.4 

13.4 

2.0 

9.3 

0.2 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H29

R4

小学生の睡眠の状況

十分とっている とれていない

わからない 無回答

(年度)

88.1

83.6

59.6

34.0

64.4

73.0

64.7

77.2

43.7

75.8

100％ 50％ 0％ 50％ 100％

健康であると感じている人

日常生活の中で幸せを感じている人

歯や口の中で気になる症状がある人

積極的に歩いたり散歩したり

するように心がけていない人

地域でのボランティア活動や

趣味のグループに参加していない人

精神状態による主観的健康感などの状況

精神的に不安定でない人 精神的に不安定な人
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⑦喫煙（たばこ） 

⚫ 喫煙率は、青年期は 11.6％、壮年期は 14.6％、高齢期は 8.5％となっています。

前回調査(平成 29(2017)年度)と比べると、青年期、壮年期で減少しています。 

⚫ ＣＯＰＤの認知度をみると、壮年期は 23.0％と最も高く、前回調査(平成 29(2017)

年度)と比べると、壮年期、高齢期で増加しています。 

 

⚫ 現在喫煙者における禁煙の意思をみると、「やめたい」と「本数を減らしたい」を

合わせた割合は、本市では、男性 25.0％、女性 47.4％でした。全国では、男性、

女性ともに５割以上となっています。 

 
※全国調査においては、「やめたいと思うがやめられない」の選択肢はありません。 

 

⚫ 受動喫煙の場所をみると、「飲食店」が 12.0％と最も高くなっていますが、前回調

査(平成 29(2017)年度)と比べ、大幅に減少しています。 
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⑧飲酒（アルコール） 

⚫ 飲酒の量は、日本酒にして男性では「１合以上２合（360ml）未満」の割合が 39.4％

と最も高く、女性では「１合（180ml）未満」が 41.0％と最も高くなっています。 
 

 
 

⚫ 生活習慣病のリスクを高める量の飲酒※14

が健康に及ぼす影響の認知度は、62.8％

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 「妊娠する前と同じように飲んでいた」、「妊娠してから飲むようになった」の割合

は、前回調査(平成 29(2017)年度)と同様 0％です。「妊娠してから量を減らして飲

んでいた」の割合は、前回調査(平成 29(2017)年度)と比べ、3.3％から 1.6％に減

少しています。 

 

 

※14１日あたり純アルコール量が男性 40ｇ以上、女性 20ｇ以上を指します。 

純アルコール 20g に相当する量：日本酒１合（180ml）、ビールは中瓶１本（500ml）、焼酎 25％（約

110ml）、ウイスキーダブル１杯（60ml）、ワイン 14％（約 180ml） 
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⑨地域とのつながり 
 

⚫ 地域でのボランティア活動

などへの参加状況をライフ

ステージ別にみると、「文

化・芸術・スポーツに関係し

た活動」や「町内会活動」及

び「健康づくりのための活

動」は、高齢期で高い割合と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 地域とのつながりを強いと感じている人の割合をライフステージ別にみると、前回

調査(平成 29(2017)年度)より、青年期、高齢期で減少しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 「あなたが、安心して、自分らしくいられる場所をお答えください」との質問に、

「一人になれる場」を選んだ人の割合を小学生、中高生、一般別にみると、中高生

は 45.9％と最も高くなっています。 
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５ 志木市のこれまでの主な取組 

志木市では、「いろは健康 21プラン（第４期）／志木市食育推進計画（第２期）／志木

市歯と口腔の健康プラン（第２期）(令和元(2019)年度～令和５(2023)年度)」（以下「第

４期計画等」という。）に基づき、総合的かつ一体的に健康づくり施策及び食育推進施策

を展開してきました。第４期計画等では、「みんなで進める 健康寿命日本一のまちづく

り ～人生 100 年時代！健康で心豊かに暮らせるまち 志木市～」を基本理念に掲げ、

「子どもから高齢者までみんなが健康に関心を持ち実践する」、「子どもから高齢者まで

みんながいきいきと健康づくりに取り組んでいる」、「子どもから高齢者までみんなが地

域でつながっている」の３つの基本目標を設定し、様々な取組を進めてきました。 

 

（１）健康意識 

⚫ 市民の意識を変えて楽しく健康づくりに取り組めるよう、ＩＣＴを活用したイン

センティブ※15事業である「いろは健康ポイント事業」を実施しました。ここでは、

歩数、体重、血圧などを見える化し、健康増進につながる行動をした場合にポイン

トを付与し、中長期的に自分の健康活動を確認、把握できる環境を整備しました。 

⚫ 本事業による歩くことの習慣化や見える化は、糖尿病などの慢性疾患の予防に有

効であり、医療費の適正化及び身体機能の改善効果が認められました。 

[外部からの評価]  

・埼玉県より健康長寿に係るイチオシ事業として「優秀賞」を受賞 

・東アジア・アセアン経済研究センターより、その地域に住む高齢者の健康で豊か 

な生活に貢献している国内優秀事例として、コミュニティ部門で受賞 

⚫ 「志木っ子元気！子どもの健康づくりプロジェクト」では、足の発達において重要

な時期である小学３・４年生を対象に、市内全小学校で計測会を実施しました。骨

格形状や筋力、足爪の項目から足の状態の見える化を図り、足の正しい発達や体力

向上のため、セルフケアの定着に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※15 意欲を引き出すことを目的として、外部から与えられる刺激のことです。 

健康長寿優秀市町村表彰 第１回アジア健康長寿イノベーション賞 
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（２）健康管理 

⚫ 疾病の早期発見や早期治療、生活習慣病の予防・改善に取り組む人を増やすため、

健(検)診受診率の向上に取り組みました。そこで、受診環境の整備、受診勧奨方法

の工夫、無料クーポン事業等を実施しました。特に、子宮頸がん検診の受診率向上

に着目し、令和３(2021)年度から、子宮頸がん検診の未受診者対策として、埼玉県

内で初めて、自己採取ＨＰＶ検査を開始しました。本取組により、過去連続未受診

者の行動変容とヘルスリテラシー※16の向上につながりました。 

⚫ ポリファーマシー対策として、認知度を高めるための講座を開催し、さらにレセプ

ト状況の確認及び重複服薬などの課題がある人に対する訪問や電話による支援を

実施しました。 

⚫ 訪問やＩＣＴの活用（オンライン面談など）に加え、集団健診や結果説明会での分

割実施※17など、利用者が相談しやすい環境を整えたことにより、特定保健指導の実

施率が向上しました。 
 

（３）栄養・食生活 

⚫ 生活習慣病予防の取組として、｢みんなの食生活講座｣等の食育推進事業において栄

養講座を実施しました。 

⚫ 母子保健事業の離乳食教室、ランチで食育事業等では健全な食生活について啓発を

行いました。 

⚫ 本市は、国及び埼玉県と比較し血圧の基準値を上回る人が多かったことから、高血

圧予防のために減塩に取り組む「おいしく減塩！『減らソルト』プロジェクト」を

すすめました。平成 29(2017)年度と令和３(2021)年度には民間企業や大学と連携

を図り、おいしく減塩！「減らソルト」フェスタを開催するなど、乳幼児期から高

齢期まで切れ目ない啓発活動・推進事業を実施しました。また、集団健診では推定

摂取食塩量検査を実施しました。これらの取組により、令和３(2021)年度の健診結

果では、収縮期血圧は男女ともに埼玉県を下回り、拡張期血圧では、男性の数値が

国、埼玉県を下回り、改善がみられました。 
 

（４）歯と口腔の健康 

⚫ 妊娠期の歯科検診や小・中学校におけるむし歯ゼロ作戦及びフッ化物洗口などの

取組によりむし歯予防の意識が高まり、口腔衛生が向上しました。 

⚫ 生活習慣病リスク者（糖尿病）に対し、歯科受診を勧めるなど、歯周疾患予防と生

活習慣病予防を一体的に支援する取組を行いました。 

⚫ 朝霞地区歯科医師会や高齢者あんしん相談センター等と連携し、個別支援を進め

るとともに、市民公開講座を実施し、口腔保健の普及啓発を行うことにより、口腔

機能の向上とセルフケアの促進を図りました。 

 

※16 自分にあった健康情報を探して、理解し、評価した上で、使える力のことです。 

※17 特定健康診査当日に、特定保健指導の見込み対象者に対して初回面談を実施することです。 
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（５）身体活動・運動 

⚫ 子どもたちの健康なからだづくりのため、小学校水泳授業委託事業や体力向上授業

の実施により、運動機能や体力の向上を図りました。 

⚫ 働く世代の健康づくり事業として、健康貯筋
．．

スタートプログラム（アウトドアヨガ）

を実施し、運動の習慣化を支援しました。運動に対するモチベーションが上がり、

運動習慣を改善する意欲が高まりました。 

⚫ 高齢者に対する、運動機能の向上や認知症予防、栄養改善等の複合的プログラムと

して、シニア体操、脳リフレッシュ教室を実施しました。令和２(2020)年度からは

フレイル予防プロジェクトを開始し、介護予防の強化を図りました。 

 

（６）休養・こころの健康 

⚫ 基幹福祉相談センター、高齢者あんしん相談センター、健康増進センター等におい

て、あらゆる世代の困りごとや悩みごとの相談支援を行いました。 

⚫ 中学生を対象とした、いのちの支え合いを学ぶ授業の実施により、生活上の困難や

ストレスに直面した際の対処能力及び相談する力を高めました。 

⚫ ゲートキーパー※18養成講座を実施し、悩んでいる人に気づき、必要な支援につなげ

るつなぎ手（ゲートキーパー）の養成を行いました。本事業により、悩んでいる人

に寄り添う環境の強化を図りました。 

 

（７）たばこ（喫煙） 

⚫ 児童・生徒を対象とした、たばこが及ぼす健康被害についての保健学習を行いまし

た。本取組により、たばこの害に加えて、受動喫煙による周囲への悪影響について

理解が深まりました。 

⚫ 妊婦に対して、助産師等の専門職が実施する個別面談の中で、たばこによる健康へ

の悪影響や受動喫煙のリスク等を伝え、理解を深めました。 

⚫ 集団健(検)診会場における受動喫煙防止啓発チラシの配布と、ＣＯＰＤに関する市

民公開講座を実施し、普及啓発を行いました。 

 

  

 

※18 自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることのできる人材のことです。 
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（８）飲酒（アルコール） 

⚫ 節酒支援プログラムを活用した講座を通し、アルコールによる健康問題の周知啓発

や個別支援を実施しました。飲酒習慣の見える化により、ＡＵＤＩＴ（飲酒習慣ス

クリーニングテスト）のリスク値が下がりました。 

⚫ 児童・生徒を対象とした、アルコールが及ぼす健康被害についての保健学習を行い

ました。本取組により、未成年者のアルコール飲料摂取による身体への害について

理解が深まりました。 

⚫ 妊婦に対して助産師等の専門職が実施する個別面談の中で、飲酒による健康への悪

影響やリスク等を伝え、理解を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）地域での取組 

⚫ スマート・ウォーカー育成講座を実施し、健康に対する意識や知識の向上と地域の

健康づくりを担うリーダーを育成しました。 

⚫ 認知症の人やその家族を温かく見守る認知症サポーターを養成しました。 

⚫ 市民主体で運営する、いろは百歳体操を支援しました。 

⚫ 市内の魅力を再発見し、幅広く市民の健康増進につなげるため、市民団体の提案に

より、市内９つのウォーキングコースの整備及びウォーキングマップを作成し、健

康づくりのための環境を整備しました。 
 

（10）食育推進項目 

⚫ 人生 100 年時代を見据えて、子どもから高齢者まですべての世代が地域の中で健

やかで心豊かに生活でき、活力ある社会を実現するため、地域の「しょく（食・職）

場づくり」担い手育成・食育推進事業を実施しました。この事業で担い手として養

成した、しょく（食・職）場づくりサポーターを中心にサロンを運営する団体が立

ち上がりました。 

⚫ 地産地消の推進のため、地域で生産された安心・安全で新鮮な農産物を販売する「採

れたて！しきの野菜市」を開催しました。 

⚫ 高齢者が住み慣れた地域で健康を維持し安心して暮らせるよう、地域のボランティ

アと高齢者が食事やレクリエーションなどを通して親睦を深めました。 

節酒講座の様子 節酒カレンダー 
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６ 第４期計画等における評価・判定 

第４期計画等では、分野別に指標を設定しています。分野別の傾向をみるために、指標

の評価を行い、その結果に基づく各分野の判定を次の通り行いました。 

 

（１）第４期計画等における市民の行動目標一覧 

分野 行動目標 

基本目標１ 子どもから高齢者までみんなが健康に関心を持ち実践する 

（１） 

健康意識 

①日頃から自分のからだに気を配ろう 

②子どもの頃から健康なからだ・こころづくりを進めよう 

③適正体重※19を知ろう 

④歯と口腔の健康について理解しよう 

⑤こころの健康に関心を持とう 

（２） 

健康管理 

①健康診査やがん検診を受けよう 

②予防接種を受けよう 

③かかりつけ医・歯科医・薬局を持とう 

④薬との付き合い方について理解しよう 

⑤自分の生活習慣を見直し実践しよう 

基本目標２ 子どもから高齢者までみんながいきいきと健康づくりに取り組んでいる 

（３） 

栄養・食生活 

①適正体重を維持しよう 

②栄養バランスを考えておいしく楽しく食事をとろう 

③減塩に取り組もう 

（４） 

歯と口腔の健康 

①子どもの頃から歯や歯肉（歯ぐき）を守ろう 

②歯と口腔の健康が、からだ全体に影響を及ぼすことを覚えよう 

③歯周疾患の予防と早期発見・早期治療に努め、歯の喪失を防ごう 

（５） 

身体活動・運動 

①自分に合った運動習慣を持とう 

②からだを動かすことを楽しもう 

③スマート（賢く）に歩こう 

（６） 

休養・こころの健康 

①日常的に質量ともに十分な睡眠をとろう 

②ストレスとうまくつきあう知識や方法を見つけよう 

③誰かに相談してみよう 

（７） 

喫煙（たばこ） 

①喫煙がもたらす健康リスクについて理解し行動しよう 

②受動喫煙がもたらす健康リスクについて理解しよう 

③受動喫煙をなくそう 

（８） 

飲酒（アルコール） 

①健康的な飲酒生活を送ろう 

②飲酒がもたらす健康リスクについて理解し行動しよう 

基本目標３ 子どもから高齢者までみんなが地域でつながっている 

（９） 

地域での取組(環境整備) 

①市民力を健康づくりに活かそう 

②地域のつながりを豊かにしよう 

③健康づくりの担い手になろう 

食育推進項目   

（10） 

食育推進項目 

①朝食を毎日食べよう 

②自分に合った食育を実践しよう 

③食事を一緒に食べよう 

 

※19 適正体重は、ＢＭＩ18.5 以上 25 未満（65 歳以上はＢＭＩ20 を超え 25 未満）です。 
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（２）各分野の評価・判定結果 

各分野の判定結果は、指標を評価する際に付与された点数を合計し、目標数で除して

（平均点）算出しています。 
 

分野 指標数 
目標 

達成 

改善 

傾向 

現状 

維持 

後退 

傾向 

評価 

不可 

総合 

判定 

健康意識 ２５ １０ ０ ５ ３ ７ B 

健康管理 ３０ ７ ３ ８ ８ ４ C 

栄養・食生活 ２５ ４ ４ ６ １１ ０ D 

歯と口腔の健康 ３５ ９ ５ ９ ８ ４ C 

身体活動・運動 １５ ６ １ ３ ５ ０ C 

休養・こころの健康 １７ １２ ０ １ ４ ０ B 

喫煙（たばこ） ２１ ７ ３ ７ ２ ２ B 

飲酒（アルコール） ９ ０ ２ ０ ２ ５ D 

地域での取組 

（環境整備） 
１４ １０ ０ ０ ４ ０ B 

食育推進項目 １７ ４ １ ３ ６ ３ D 

 

①指標の評価方法 

分野別の指標について、以下の通り評価しています。 

評価にあたっては、国の健康日本 21（第二次)の最終評価の評価方法を参考にしています。 

 

★１「目標値なし」とは「増やす」「減らす」などの目標を指しています。       

★２「目標」が割合ではなく実数の場合、目標値×５％以上の変化で評価しています。 

②分野の判定方法 

算出された平均点は、次の基準で

判定しています。 

 

 

指標の評価 点数

現状維持 0点

２）目標値なし：現状値×５％以上の悪化

評価不可 －

評価の詳細

３）目標値が実数：目標値×５％以上の悪化（★２）

現状値なし等

1点
２）目標値なし：現状値より改善（★１）

改善傾向
１）目標値あり：（目標値－現状値）×30％以上の改善

0.5点
２）目標値が実数：目標値×５％以上の改善（★２）

目標達成
１）目標値あり：目標値を達成

目標達成、改善傾向、後退傾向いずれの評価でもないもの

後退傾向

１）目標値あり：現状値×５％以上の悪化

-1点

分野の判定

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

平均点

0.75点以上

0.25点以上0.75点未満

0点以上0.25点未満

0点未満
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７ 分野別の課題 

第４期計画等における指標の評価結果及びアンケート調査結果に基づく判定を踏まえ

て、分野ごとに課題の抽出を行いました。 

 

（１）健康意識【総合判定：B】 

指標の評価結果及びアンケート調査結果等からわかること 

⚫ 適正体重を知っている人の割合は、中学・高校期、青年期、壮年期で増加しており、改善

傾向が認められる一方、小学校期では減少しています。 

⚫ 健康に対するイメージをライフステージ別にみると、青年期では身体が元気で調子がよ

い、こころが穏やかで前向きなどと回答した人が多く、壮年期ではこころが穏やかで前向

き、高齢期では家族や友人等との人間関係がよい、生きがいや目標を持っていると回答し

た人が多く、ライフステージにより異なることがわかります。 

⚫ 自分自身のことを健康であると回答した人の方が日常生活で幸せを感じています。 

⚫ 日常生活で幸せを感じる人と感じない人を比較すると、家族を含む誰かと一緒に食べる

ことがほとんどない人の割合、悩みを特に相談していない人の割合、災害時に助け合うこ

とができる人が地域にいない人の割合において、いずれも幸せを感じる人よりも感じな

い人の方が高くなっています。 

⚫ 健康に関する情報をインターネットで得ている人が増えています。 

⚫ 中学・高校期について、からだや性に関する言葉として、中絶・ＨＰＶ・性感染症の認知

度が低くなっています。 

 

 

今後の課題 

⚫ 小学校期において、自分自身の適正体重に対する関心喚起を促す取組が必要です。 

⚫ 健康づくりの推進にあたっては、身体的、精神的、社会的側面から取り組むことが重要です。 

⚫ 市民の健康づくりに資する情報について、ライフステージの特徴に応じた発信方法の選

定が重要です。 

⚫ 中学・高校期において、からだや性に関する言葉の理解や正しい知識の定着が進むように

啓発することが必要です。 
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（２）健康管理【総合判定：C】 

指標の評価結果及びアンケート調査結果等からわかること 

⚫ ポリファーマシーの認知度は、青年期、壮年期、前期高齢期、後期高齢期いずれも２割前

後であり、十分に認知されていない状況です。 

⚫ 特定健康診査及びがん検診の受診率は、横ばいまたは減少しています。特定保健指導の実

施率は、年度による差が大きくなっていますが増加しています。 

⚫ かかりつけ歯科医を持つ人の割合は、青年期、壮年期で増加しています。 

⚫ 新型コロナウイルス感染症の影響により、子どもにおけるゲームを含めたスクリーンタ

イムが増え、家族以外の人との交流機会が減っています。 

⚫ 収縮期血圧が 140mmHg以上の人の割合と、メタボリックシンドロームの該当者の割合は、

それぞれ増加しています。 

 

 

今後の課題 

⚫ ポリファーマシーの認知度を高め、有害事象の理解と残薬の対策など、薬とうまく付き合

う方法を身に付ける取組が必要です。 

⚫ 特定健康診査及びがん検診の受診率や特定保健指導の実施率を高める取組が必要です。 

⚫ スマートフォンやＰＣ、ゲーム機の過度な使用による健康被害や、使用ルールの重要性を

啓発する取組が必要です。 

⚫ 高血圧症やメタボリックシンドロームなど、生活習慣病の予防と重症化予防対策の取組

が求められます。 
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（３）栄養・食生活【総合判定：D】 

指標の評価結果及びアンケート調査結果等からわかること 

⚫ 麺類の汁を残す、調味料や漬物を減らすなど、減塩を心がけている人の割合は、青年期、

壮年期、高齢期いずれも減少しています。 

⚫ エネルギーや食塩相当量などの表示を参考にしている人の割合は、青年期、壮年期、高齢

期いずれも増加しています。 

⚫ 小鉢１皿分の野菜を１日３皿以上食べている人の割合は、青年期、壮年期、高齢期いずれ

も増加している一方、野菜をほとんど食べない人の割合は、乳幼児期、小学校期、中学・

高校期いずれも増加しており、ライフステージによる違いがあります。 

⚫ 中学・高校期では、朝食を毎日食べている人と主食・主菜・副菜をそろえることを心がけ

ている人の割合が減っています。 

 

 

今後の課題 

⚫ 青年期、壮年期、高齢期において、日頃から減塩を意識した食事ができるよう促す取組が

必要です。 

⚫ 乳幼児期、小学校期、中学・高校期において、野菜の摂取量を増やす取組が必要です。 

⚫ 中学・高校期において、栄養バランスのとれた食事を心がけるように促す取組が必要です。 

 

（４）歯と口腔の健康【総合判定：C】 

指標の評価結果及びアンケート調査結果等からわかること 

⚫ むし歯を治療している人の割合は、青年期、壮年期、高齢期で増加している一方、３歳児、

小学校期、中学・高校期は減少しています。 

⚫ 歯科医師や歯科衛生士からの指導を希望する人の割合は減っています。 

⚫ 歯と健康の関係に関心のある人が増えており、むし歯がある人の割合も減っています。 

⚫ 歯みがき後から就寝までの間に、おやつ・間食などを食べる人の割合は、乳幼児期、小学

校期、中学・高校期いずれも増加しています。 

⚫ 定期的に歯科検診を受けている人の割合は、３歳児を除きどのライフステージにおいて

も増加しており、特に小学校期、中学・高校期は目標値を上回っています。 

 

 

今後の課題 

⚫ むし歯予防や歯周病予防等について、歯科医師や歯科衛生士からの指導を受けるよう促

す取組が必要です。 

⚫ 乳幼児期、小学校期、中学・高校期において、歯みがき後から就寝までの間に、おやつ・

間食などを食べないよう促す取組が必要です。 

⚫ すべてのライフステージにおいて、定期的な歯科受診を促す取組が必要です。 
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 歯と口腔の健康に関するリスクの高い対象者別の基本目標と具体的指標 

志木市歯と口腔の健康プラン（第２期）の、「歯と口腔の健康に関するリスクの高い対

象者別の基本目標」について、具体的指標の進捗状況の現状と課題を整理しました。 

 

 

①障がいのある人※20に対する取組 

【基本目標】 

  １：歯科保健指導等を推進する 

  ２：歯科治療等の情報提供を推進する 

【具体的指標】 

No 指標 
第２期 

(平成 29年) 

現状値 

(令和４年) 

目標 

(令和５年) 

１ 
歯科保健指導等を受けたことのある人を

増やす 
48.1％ 64.3％ 75％以上 

２ 歯の平均保有本数を増やす 25本 21.6本 増やす 

※指標については、障がい児を除きます。 

 

現状 

⚫ 歯科保健指導等を受けたことのある人の割合は、前回（第２期）と比べて 15％以上増加

しています。 

⚫ 歯の平均保有本数は、前回（第２期）と比べて減少しています。 

課題と方向性 

歯科保健指導等を受けたことのある人は、前回（第２期）より増加しているものの、目標

達成には至っていません。障がいがあっても口腔機能を維持できるよう、当事者自らが歯と

口腔の健康についての意識を高め、歯周疾患予防に取り組むことができるよう支援すること

が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※20 障がい者、障がい児を指します。 



 

55 

②介護を必要とする人に対する取組 

【基本目標】 

  １：歯科疾患治療を推進する 

  ２：咀嚼機能の維持・向上を図る 

【具体的指標】 

No 指標 
第２期 

(平成 29年) 

現状値 

(令和４年) 

目標 

(令和５年) 

１ むし歯を治療した人を増やす 36.8％ － 65.0％以上 

２ 噛めない食べ物が多い人を減らす 10.5％ 7.7％ 5.0％以下 

３ 食事中にむせることが多い人を減らす 10.5％ 23.1％ 減らす 

 

現状 

⚫ 噛めない食べ物が多い人の割合は、前回（第２期）と比べて減少しています。 

⚫ 食事中にむせることが多い人の割合は、10％以上増加しています。 

課題と方向性 

噛めない食べ物が多い人の割合は、前回（第２期）より減少したものの、いずれの指標も

目標達成には至っていない状況です。介護が必要な状態となっても、しっかりと噛んで食べ

ることができるよう、咀嚼機能の維持・向上に向けた取組を強化することが必要です。 

 

③妊婦に対する取組 

【基本目標】  

  １：妊娠中の歯と口腔の健康管理について理解する 

  ２：乳幼児期の歯と口腔の健康管理について理解する 

【具体的指標】 

No 指標 
第２期 

(平成 29年) 

現状値 

(令和４年) 

目標 

(令和５年) 

１ 
妊娠中に歯科検診（治療）、または歯科保

健指導等を受けたことがある人を増やす 
51.8％ 50.3％ 増やす 

２ 
妊娠中の口腔ケアについて理解している

人を増やす 
64.5％ 68.4％ 90.0％以上 

 

現状 

⚫ 妊娠中に歯科検診（治療）、または歯科保健指導等を受けたことがある人の割合は、前回

（第２期）と比べて減少しています。 

⚫ 妊娠中の口腔ケアについて理解している人の割合は増加しています。 

課題と方向性 

妊娠中の口腔ケアについて理解している人の割合は増加していますが、目標達成には至っ

ていません。妊娠中の歯と口腔の健康管理について理解促進を図ることが必要です。 
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④生活習慣病リスク者に対する取組 

【基本目標】 

  １：生活習慣を改善し、歯周疾患予防に努める 

  ２：よく噛んで食べる 

【具体的指標】 

No 指標 
第２期 

(平成 29年) 

現状値 

(令和４年) 

目標 

(令和５年) 

１ 定期的に歯科検診を受診する人を増やす 36.7％ 46.9％ 40.0％以上 

２ ふだんゆっくりよく噛んで食べる人を増やす 40.8％ 63.6％ 60.0％以上 

 

現状 

⚫ 定期的に歯科検診を受診する人の割合は、前回（第２期）と比べて増加しています。 

⚫ ふだんゆっくりよく噛んで食べる人の割合は、前回（第２期）と比べて 20％以上増加し

ています。 

課題と方向性 

いずれの指標においても目標を達成しています。今後も、生活習慣を改善し、歯周疾患予

防に向けた取組が継続されるよう、歯と口腔ケアの必要性を周知していくことが大切です。 

 
 

⑤喫煙者に対する取組 

【基本目標】 

  １：歯科検診を通じて、歯科疾患の予防と治療に努める 

  ２：喫煙の健康被害を理解する 

【具体的指標】 

No 指標 
第２期 

(平成 29年) 

現状値 

(令和４年) 

目標 

(令和５年) 

１ むし歯治療をした人を増やす 44.9％ 72.7％ 65.0％以上 

２ 定期的に歯科検診を受診する人を増やす 31.9％ 30.0％ 40.0％以上 

３ 
歯や歯ぐきの健康がからだ全体の健康に

影響を及ぼすことを理解する人を増やす 
82.6％ 83.3％ 90.0％以上 

 

現状 

⚫ むし歯を治療した人の割合は、前回（第２期）と比べて大幅に増加しています。 

⚫ 定期的に歯科検診を受診する人の割合は、前回（第２期）と比べて減少しています。 

⚫ 歯や歯ぐきの健康がからだ全体の健康に影響を及ぼすことを理解する人の割合は、前回

（第２期）と比べて大きな変化はありません。 

課題と方向性 

歯科検診などを通じて歯周疾患の予防に努め、必要に応じ治療を受けるなどの適切な保健行

動※21をとる人を増やすことが必要です。 

 

※21 健康の回復、保持、増進に係る全ての行動のことです。 
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（５）身体活動・運動【総合判定：C】 

指標の評価結果及びアンケート調査結果等からわかること 

⚫ 積極的に歩く、散歩することを心がける人の割合は、青年期で増加している一方、壮年期

は横ばい、高齢期は減少しています。 

⚫ 継続的な運動習慣を持つ人の割合は、青年期、壮年期、高齢期いずれも増加しています。 

⚫ 市民全体の平均歩数は増えています。国の健康日本 21 の１日の平均歩数の目標値と比べ

て、20～64歳女性以外は全て上回っています。 

⚫ １日の平均歩数を地区別にみると、本町・柏町・下宗岡が特に増えています。 

⚫ 毎日、外遊びや運動をしている子どもの割合は、乳幼児期、小学校期で減少しています。

特に乳幼児期は大きく減少しています。 

 

 

今後の課題 

⚫ 高齢期においては歩数の維持、青年期においては運動強度を高める歩行を促す取組が必

要です。 

⚫ 性別や年代、地区によって市民の歩数にばらつきが認められることから、外出や散歩を促

す歩きやすい環境づくりが必要です。 

⚫ 乳幼児期、小学校期において、外遊びや運動を促す取組が必要です。 
 

（６）休養・こころの健康【総合判定：B】 

指標の評価結果及びアンケート調査結果等からわかること 

⚫ ストレス解消法を持っている人の割合と困りごとなどの相談先がある人の割合は、青年

期、壮年期、高齢期いずれも増加しています。 

⚫ 中学・高校期、青年期、壮年期、高齢期は、悩みごとの相談相手として友人・知人が増え

ています。 

⚫ 睡眠を充分にとっている子の割合は、乳幼児期、小学校期で増加しており、改善傾向が認

められます。一方、睡眠による休養を充分とれていない人の割合は、青年期、壮年期、高

齢期いずれも増加しています。 

⚫ 精神的に不安定でない人は、不安定な人に比べて運動習慣があり、地域とのつながりも強

く、口腔ケアに対する意識や主観的健康感・幸福感が高い傾向にあります。 

⚫ 中学・高校期は、相談できる人がいないと回答している人の割合が、前回調査(平成 29(2017)

年)より増えています。 

 

 

今後の課題 

⚫ 青年期、壮年期、高齢期において、睡眠により休養を充分にとれるよう促す取組が必要です。 

⚫ 中学・高校期において、悩みを抱えた時に相談できる人や場を周知することが必要です。

また、悩みを打ち明ける先としてＳＮＳを選ぶ場合には、適切な相談先へつなげる取組も

必要です。 
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（７）喫煙（たばこ）【総合判定：B】 

指標の評価結果及びアンケート調査結果等からわかること 

⚫ 喫煙率は、青年期、壮年期でやや減少しており改善傾向が認められる一方、高齢期で横ば

いです。 

⚫ 喫煙率は、大きな増減が認められないものの、たばこをやめたい・減らしたいと考えてい

る人の割合が半数を超えています。 

⚫ 受動喫煙が与える影響を知っている人の割合は、小学校期、中学・高校期、青年期、壮年

期、高齢期いずれも増加しています。 

⚫ 飲食店での受動喫煙の機会が減っており、改善傾向が見られます。 

 

 

今後の課題 

⚫ 喫煙をやめたいと思う人がやめられるような支援が必要です。 

⚫ 引き続き受動喫煙対策を進めつつ、家庭、職場、行政機関においては、一層の強化が必要

です。 

⚫ 中学・高校期での喫煙経験を根絶する取組が必要です。 

 

 

（８）飲酒（アルコール）【総合判定：D】 

指標の評価結果及びアンケート調査結果等からわかること 

⚫ １日２合（日本酒換算）以上飲んでいる男性の割合は、前回調査(平成29(2017)年)の 13.1％

から 21.2％、同様に１合以上飲んでいる女性の割合は、7.8％から 20.2％と、それぞれ大

きく増加しています。 

⚫ 生活習慣病のリスクを高める量の飲酒が健康に及ぼす影響を知っている人の割合は、青

年期、壮年期、高齢期全体で 62.8％です。 

⚫ 妊娠中に飲酒する女性の割合は減少しています。 

 

 

今後の課題 

⚫ 青年期、壮年期、高齢期において、飲酒の適量を周知し、生活習慣病のリスクを高める量

の飲酒をしないよう啓発する取組が必要です。 
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（９）地域での取組【総合判定：B】 

指標の評価結果及びアンケート調査結果等からわかること 

⚫ 健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている人の割合と、地域とのつながりが

強いと感じている人の割合は青年期で減少しています。 

⚫ 自分らしくいられる場所は自宅が多くなっています。ライフステージ別に比較すると、中

学・高校期では、自分らしくいられる場所として、一人になれる場を選ぶ人の割合が多く

なっています。 

⚫ 乳幼児の保護者について、近所の人とほとんど付き合いがない人は１割を超えています。 

⚫ 認知症サポーターの人数やスマート・ウォーカーの人数はそれぞれ増加しています。スマ

ート・ウォーカーで構成される「いろは健康 21プラン推進事業実行委員会（あるっく志

木）」が、ウォーキングコースの提案及びウォーキングマップの作成を行っており、市民

力を活かした健康づくりにつながっています。 

 

 

今後の課題 

⚫ 地域活動への参加や地域とのつながりを促す取組が必要であり、特に青年期から関わり

を持つことが重要です。 

 

 

（10）食育推進項目【総合判定：D】 

指標の評価結果及びアンケート調査結果等からわかること 

⚫ 食育に関心がある人、産地や生産者を意識して食材・食品を選ぶ人、環境に配慮した食材・

食品を選ぶ人の割合が全国より少なくなっています。 

⚫ 地域等で一緒に食べたいと思う人が共食する割合は、高齢期で 40％です。 

⚫ 朝食をほぼ毎日食べる人の割合は、特に中学・高校期で減少しています。 

⚫ 「いただきます」、「ごちそうさま」などのあいさつをいつもしている人の割合は、乳幼児

期と小学校期で減少しています。 

⚫ １週間における朝食または夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数は、小学校期で目標

値を上回っています。 

 

 

今後の課題 

⚫ 地域等で一緒に食べたいと思う人が、共食できる機会を増やす取組が必要です。 

⚫ 乳幼児期、小学校期、中学・高校期において、朝食を毎日食べる習慣を促す取組が必要で

す。 

⚫ 産地や生産者、環境に配慮した食材選び、食文化の継承などを含めた食育への関心を高め

る取組が必要です。 
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